
 

 

新潟市水道局災害時支援協力員制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、新潟市に大規模な地震や長期的な断水を伴う漏水事故など（以下「災害

等」という。）が発生した際に、新潟市水道局（以下「水道局」という。）の応急給水体制の強化及

び応急活動等の充実を図るため、水道事業に関する経験と知識を生かし、水道局の行う活動を

支援する水道局災害時支援協力員（以下「協力員」という。）の制度について必要な事項を定め

るものとする。 

（活動要請等） 

第２条 協力員は、新潟市に震度６弱以上の地震が発生したときは、やむを得ない理由が

ある場合を除き、新潟市水道事業管理者（以下「管理者」という。）があらかじめ指定し

た場所に参集するものとする。 

２ 協力員は、前項に規定する以外の災害等が発生し、管理者が参集を要請した場合は、

やむを得ない理由がある場合を除き、その要請の際に指定する場所へ参集するものとす

る。 

（活動内容） 

第３条 協力員は、災害等の発生により前条の規定に基づき参集する場合は、次の各号に

掲げる活動に従事するものとする。 

(1) 自宅等から前条に規定する参集場所までの途上における水道施設の被害状況等の

情報収集及びその内容の水道局への連絡 

(2) 水道局が行う応急給水活動の補助 

(3) 水道局が他の水道事業体等から受け入れる応援活動の記録業務の補助 

(4) その他管理者が必要と認める活動 

 



 

 

（活動における指示等） 

第４条 協力員は、前条第２号から第４号までに規定する活動に従事する場合は、それぞ

れの活動に係る水道局職員の責任者の指示に従うものとする。 

（登録の対象者） 

第５条 協力員として登録することができる者（以下「登録対象者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当する者とする。 

(1)  「新潟市水道局職員就業規則」の適用を受けて勤務したのち退職した者（現に再任 

用職員及び会計年度任用職員として任用されている者を除く。） 

 (2) 年齢が７５歳に達した日以後の最初の３月３１日に到達していない者 

(3) 災害時等に第３条各号に定める活動に従事することができる者 

（登録の申請） 

第６条 前条に規定する登録対象者のうち、協力員としての登録を希望する者は、災害時

支援協力員登録申込書（以下「申込書」という。）を管理者に提出し、登録の申請を行う

ものとする。 

２ 管理者は、前項の規定による申込書の提出を受けたときは、当該申込内容を審査し適

当と認める場合は、当該申請を行った者に対し災害時支援協力員登録証（以下「登録証」

という。）を発行し、この者を協力員として登録する。 

３ 登録の有効期限は、協力員が年齢７５歳に達した日以後における最初の３月３１日ま

でとする。 

４ 管理者は、前項に定める登録有効期限までの間、登録を継続する意思の有無を登録し

た年度から３年ごとに協力員に対し確認するものとする。 

（登録事項の変更） 

第７条 協力員は、当該登録事項に変更が生じた場合は、速やかに災害時支援協力員登録

変更届（以下「変更届」という。）を管理者に提出するものとする。 



 

 

２ 管理者は、前項の規定による変更届の提出を受けた場合は、当該協力員の登録内容の

変更を行う。 

（登録の辞退） 

第８条 協力員は、登録を辞退しようとするときは、災害時支援協力員登録辞退届（以下

「辞退届」という。）を管理者に提出するものとする。 

２ 第６条第４項の規定に基づく確認を行った結果、協力員に登録を継続する意思が無か

った場合は、登録の辞退があったものとみなす。 

３ 管理者は、前２項の規定により登録の辞退があった場合は、当該協力員の登録を抹消

するものとする。 

（登録の取消し） 

第９条 管理者は、協力員としてふさわしくない行為があると認めたときは、当該協力員

の登録を取り消すことができる。  

２ 管理者は、前項の規定により登録を取り消した場合は、当該協力員に登録の取消しを

通知する。 

（登録証の返納） 

第１０条 協力員は、第６条第３項に規定する登録期限が到来したとき、第８条に規定す

る登録の辞退をするとき又は第９条第２項の規定により登録の取消しの通知を受けた

ときは、速やかに登録証を管理者に返納しなければならない。 

（報酬等） 

第１１条 協力員には、いかなる報酬も支給しない。 

２ 参集その他に要する費用は、協力員の負担とする。 

（保険） 

第１２条 管理者は、協力員の活動中の事故に備え、社会福祉法人全国社会福祉協議会が

運営するボランティア活動保険に協力員を被保険者として加入する。 



 

 

２ 前項の規定に係る保険料は、水道局が負担する。 

（被服等の貸与） 

第１３条 管理者は、協力員に対してブルゾン、帽子及び腕章（以下「貸与品」という。）

を貸与する。 

２ 協力員が、第３条各号に規定する活動に従事する場合は、貸与品を着用するものとす

る。 

３ 第１０条の規定は、貸与品の返納について準用する。この場合、「登録証」を「貸与品」

に読み替える。 

（庶務） 

第１４条 この要綱の施行に係る庶務は、計画課において処理する。 

（様式） 

第１５条 この要綱に規定する申込書等の様式は、別に定める。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、水道局災害時支援協力員制度の実施について必

要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


